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国
民
健
康
保
険
人
間
ド
ッ

ク
助
成
額
変
更
に
伴
う
特

例
措
置
に
つ
い
て

　

平
成
28
年
度
か
ら
の
国
民
健
康

保
険
の
人
間
ド
ッ
ク
助
成
額
変
更

（
検
診
費
用
の
７
割
↓
一
律
２
５
，

０
０
０
円
）
に
お
い
て
、
次
に
該

当
す
る
方
（
周
知
期
間
が
短
い
た

め
不
利
益
を
被
っ
た
方
）
に
対
し

て
、
平
成
28
年
度
に
限
り
、
人
間

ド
ッ
ク
助
成
額
を
検
診
費
用
の
７

割
と
す
る
特
例
措
置
を
講
じ
ま
す
。

■
対
象
者

　

次
の
す
べ
て
を
満
た
す
方

・ 

平
成
27
年
度
に
10
月
ま
で
に
特

定
健
診
を
受
診
し
て
い
た
方

・ 

国
民
健
康
保
険
税
の
納
期
到
来

分
の
滞
納
の
な
い
方

■
特
例
措
置
申
請
方
法

　
「
平
成
28
年
度
下
野
市
国
民
健

康
保
険
人
間
ド
ッ
ク
助
成
特
例
申

請
書
」
と
「
請
求
書
」
を
「
人
間

ド
ッ
ク
検
診
等
助
成
金
交
付
申
請

書
」
と
共
に
市
民
課
窓
口
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。（
各
申
請
書
は

市
民
課
窓
口
、
ま
た
は
市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。）

■
申
請
期
間

　

４
月
１
日

　

〜
平
成
29
年
１
月
31
日

■
検
診
期
間

　

４
月
１
日
〜
平
成
29
年
３
月
31

日■
支
払
時
期

・
委
託
検
診
機
関
の
場
合

　

医
療
機
関
で
検
診
費
用
を
支
払

う
時
に
、
２
５
，０
０
０
円
を
差

し
引
い
た
額
を
お
支
払
い
た
だ
き
、

後
日
、
検
診
機
関
か
ら
市
へ
の
通

知
を
確
認
し
て
か
ら
不
足
分
を
口

座
に
お
振
込
み
し
ま
す
。（
１
〜

２
か
月
後
）

・
そ
の
他
の
検
診
機
関
の
場
合

　

医
療
機
関
で
検
診
費
用
を
全
額

お
支
払
い
た
だ
き
、
後
日
、
検
診

結
果
と
領
収
書
を
市
民
課
へ
お
持

ち
い
た
だ
き
、
そ
の
翌
月
の
末
日

に
検
診
費
用
の
７
割
（
１
０
０
円

未
満
切
捨
て
）
を
口
座
に
お
振
込

み
し
ま
す
。

※ 

オ
プ
シ
ョ
ン
は
助
成
の
対
象
外

と
な
り
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ

い
。

※ 

委
託
検
診
機
関
に
つ
い
て
は
、

４
月
号
の
広
報
紙
ま
た
は
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課

　

☎（
40
）５
５
５
６

国
民
健
康
保
険
の
方
へ
の

お
願
い

　

交
通
事
故
に
あ
っ
た
時
は
届
出

を
し
て
く
だ
さ
い

　

交
通
事
故
や
傷
害
事
件
な
ど
、

第
三
者
の
行
為
に
よ
っ
て
ケ
ガ
や

病
気
に
な
っ
た
場
合
で
も
、
国
民

健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
を
使
っ

て
治
療
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま

す
が
、そ
の
場
合
は
、市
へ
の
「
第

三
者
の
行
為
に
よ
る
被
害
届
」
等

の
届
出
が
必
要
で
す
。
治
療
費
は

本
来
、
加
害
者
が
負
担
す
べ
き
も

の
で
す
の
で
、
一
時
的
に
国
保
が

立
て
替
え
、
後
日
、
栃
木
県
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会
を
介
し
て

加
害
者
に
請
求
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

第
三
者
の
行
為
に
よ
っ
て
国
保

で
治
療
を
受
け
た
場
合
は
、
速
や

か
に
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま

た
、
す
ぐ
に
届
出
が
で
き
な
い
時

は
、
取
り
急
ぎ
お
電
話
等
で
ご
連

絡
を
お
願
い
し
ま
す
。（
届
出
書
は
、

市
民
課
国
分
寺
窓
口
、
又
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。）

※ 

相
手
が
い
な
い
事
故
（
自
損
事

故
）
の
場
合
で
も
、
届
出
は
必

要
で
す
。

※ 

市
で
は
、
レ
セ
プ
ト
点
検
の
際
、

交
通
事
故
な
ど
と
思
わ
れ
る

ケ
ガ
の
場
合
、
そ
の
原
因
を
お

尋
ね
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。　

※ 

法
令
違
反
に
よ
る
事
故
（
飲
酒
、

無
免
許
、ス
ピ
ー
ド
違
反
）な
ど
、

犯
罪
行
為
に
よ
る
ケ
ガ
や
病

気
の
場
合
は
、
い
か
な
る
理
由

が
あ
っ
て
も
保
険
診
療
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課

　

☎（
40
）５
５
５
６

福
祉
タ
ク
シ
ー
券
を
交
付

し
ま
す

　

通
院
等
で
通
常
の
交
通
機
関
を

利
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
障
が
い

者
等
の
外
出
支
援
の
た
め
、
タ
ク

シ
ー
券
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

※ 

平
成
28
年
度
よ
り
交
付
枚
数
を

３
枚
／
月
か
ら
４
枚
／
月
へ

変
更
し
ま
し
た
。

■
利
用
期
間

　

４
月
１
日

　
　

〜
平
成
29
年
３
月
31
日

※ 

１
年
間
利
用
で
き
る
タ
ク
シ
ー

利
用
券
を
年
１
回
交
付
し
ま

す
。

■
対
象
者

① 
１
・
２
級
の
身
体
障
害
者
手
帳

を
お
持
ち
の
方

② 

１
・
２
級
の
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
を
お
持
ち
の
方

③
療
育
手
帳
を
お
持
ち
の
方

■
事
業
内
容

　

タ
ク
シ
ー
乗
車
１
回
に
つ
き
、

利
用
券
１
枚（
基
本
料
金
相
当
額
）

の
助
成

■
交
付
枚
数

　

４
枚
／
月
（
申
請
日
が
属
す
る

月
か
ら
平
成
29
年
３
月
分
ま
で
）

※ 

１
年
間
分
を
交
付
し
ま
す
の
で
、

紛
失
等
に
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

再
交
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

■
交
付
場
所

　

社
会
福
祉
協
議
会
事
務
所

　
（
ゆ
う
ゆ
う
館
内
）

■
受
付
期
間
・
時
間

　

３
月
25
日
か
ら

　

平
日
の
午
前
８
時
30
分

　

〜
午
後
５
時

■
お
持
ち
い
た
だ
く
も
の

　

ご
本
人
の
印
鑑
、
障
害
者
手
帳

等
（
代
理
申
請
の
場
合
、
代
理
人

の
印
鑑
が
必
要
で
す
。）

■
問
い
合
わ
せ
先

　

社
会
福
祉
協
議
会

　

☎（
43
）１
２
３
６

　

社
会
福
祉
課

　

☎（
52
）１
１
１
２


